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 はじめに 
 

子どもたちは、高松市の次の時代を支えていく、かけがえのない宝です。全ての子どもが、

豊かな愛情に包まれ、夢と希望を持ち、自分と他者を大切にする心や社会規範を身につける中

で道徳心を養い、地域社会の一員として健やかに育っていくことは、全ての高松市民の願いで

す。 

  また、子どもの成長と子育てを社会全体で支援するまちづくりを推進する中で、明るくいき

いきとした子どもの笑顔、子育ての喜びや楽しさを実感する家族の笑顔、温かく子育てを支え

る地域の人たちの笑顔など、たくさんの笑顔が輝くまちの実現を目指していかなければなりま

せん。平成２４年８月に子ども・子育て関連３法が成立し、２７年度から子ども・子育て支援

新制度がスタートしました。この制度は、幼児教育・保育、地域の様々な子育て支援を総合的

に推進するものです。 

本市では、高松市子ども・子育て支援会議の意見を踏まえ、平成２７年３月に「高松市子ど

も・子育て支援推進計画」を定め、子どもを社会全体で健やかに育むための施策を本市の実情

に応じて、総合的かつ計画的に進めているところです。高松市子ども・子育て支援推進計画の

中で、幼児教育・保育の一体的な提供と質の向上を進める基本方針として、幼保連携型認定こ

ども園への移行の促進について、『幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労形態にかか

わらず、就学前の子どもに等しく質の高い教育と保育を一体的に提供できる幼保連携型認定こ

ども園への移行の促進を図ります。』と定めています。 

  本計画は、高松の未来を担う子どもたちのより良い教育・保育環境を目指して、市立幼稚園・

保育所それぞれの施設規模、入所（園）児童数等を勘案しながら、立地パターンごとに具体的

な整備の時期等を検討し、幼保連携型認定こども園への移行を計画的に行うため、定めるもの

です。 
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第１章 幼保連携型認定こども園 
                                                

 

 

 

 

 幼保連携型認定こども園は、保護者の就労状況や家庭環境の変化等に関わらず就学前の子ど

もに教育・保育を一体的に提供するほか、子育て支援機能を有し、地域の子育て家庭への支援

を行う役割を担った施設です。 

 

出典：【子ども・子育て関連３法について（説明資料）内閣府ホームページ掲載資料】 

 

《新たな「幼保連携型認定こども園」とは》 

○ 学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設 

 ア 満３歳以上児の受入れを義務付け、標準的な教育時間の学校教育を提供 

   また、保育を必要とする子どもには、学校教育に加え、保護者の就労時間等に応じて

保育を提供 

 イ 保育を必要とする満３歳未満児については、保護者の就労時間等に応じて保育を提供 

○ 学校教育、児童福祉及び社会福祉の法体系において、学校、児童福祉施設及び第２種社 

会福祉事業として位置づける。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年８月１０日、子ども・子育て関連３法（子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律（平成２４年法律第６６号）、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号））が国会において可決・成立し、新たな「幼

保連携型認定こども園」の制度が創設されました。 

１ 幼保連携型認定こども園とは 

  

 

            保育を必要としない     保育を必要とする 

 

  

満３歳以上 

 

  

 

 

 

満３歳未満           － 

新制度 

幼保連携型認定こども園の認可 

学校教育 

保育 

（児童福祉） 

学校教育 

保育 

（児童福祉） 
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２ 基本的な一日の流れ 

３歳未満児 

（３号認定児） 
３～５歳児 

（２号認定児） 

３～５歳児 

（１号認定児） 

保育 

14：00 

昼食（給食） 

昼食（給食） 

教育・保育 

（混合利用） 

15：00 

午睡 
13：00 

午睡 

降園（14：００～） 

14：30 

教育・保育 

16：30 

保育 保育 

順次降園（1６：３０～） 

延長保育 

19：00 

おやつ

保育 

おやつ 

7：30 

8：30 

順次登園 

順次登園 

11：00 

18：30 

10：00 

おやつ 
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・平成１５年度に高松市立幼稚園のあり方検討委員会及び１８年度に高松市立幼稚園のあり方 

に関する懇談会が設置され、「幼稚園・保育所の一体化」、「幼稚園運営のあり方」、「民営化」、 

「子育て支援」等について、検討を行いました。 
 

・平成１６年度に高松市立保育所のあり方検討委員会が設置され、「幼稚園・保育所の一元化」、

「公設民営等、民営化」、「保育内容、保育環境の質的向上」等について、検討を行いました。 
 

・平成２１年度に高松市就学前子ども育成庁内検討委員会（ＮＰＰ）が庁内検討委員会として 

設置され、「香南・庵治・下笠居幼保一体化施設の施設整備と運営」、「幼稚園教育要領と保 

育所保育指針の比較検討（高松型乳幼児教育カリキュラム策定）」、「幼保一体化を進めるに 

あたっての課題」等について、検討を行いました。 
 

・平成２０年３月に、幼稚園教育要領と保育所保育指針が改訂され、幼稚園・保育所の役割や 

就学前児童の教育・保育方針の整合性が図られ、幼稚園・保育所・こども園などのいずれに 

在籍していても、同じように質の高い教育・保育を受けられるとともに、小学校への円滑な 

移行を図ることを目的に、２３年２月に高松型乳幼児教育カリキュラム「高松っ子いきいき 

プラン」を策定しました。 
 

・平成２３年度に高松型こども園を１園（塩江）、２４年度には、４園（はら、下笠居、庵治、 

香南）開設し、幼保一体化施設での混合保育を開始し、２７年度より、幼保連携型認定こど 

も園として、新たにスタートしました。 

また、これまで幼稚園教諭免許と保育士資格の両免を取得していることを採用試験の受験 

資格条件としており、平成２７年度からは、幼稚園教諭と保育士の職種を統一し、保育教育 

士としました。 

 

これまでの高松市の取組と国の動き 

年度 高松市立幼稚園 高松市立保育所 国の動向 

H1５ 「高松市立幼稚園のあり方検討委員会」を設置   

Ｈ16  「高松市立保育所のあり方検討委員会」を

設置 
 

Ｈ18 
「高松市立幼稚園のあり方に関する懇談会」を

設置 
 

認定こども園法成立 
教育基本法改正 

Ｈ20 
  幼稚園教育要領改訂 

保育所保育指針改訂 

Ｈ21 
「高松市就学前子ども育成庁内検討委員会（ＮＰＰ）」を設置 

（幼保一体化施設の運営についての検討） 

 

Ｈ22 高松型乳幼児教育カリキュラム「高松っ子いきいきプラン」を策定  

H23 高松型こども園開園（塩江）  

H24 高松型こども園開園（はら、下笠居、庵治、香南） 
子ども・子育て関連 

３法成立 

H26 「高松市子ども・子育て支援推進計画」の策定（27 年度～31 年度）  

H27 子ども・子育て支援新制度施行 

 

 

３ これまでの取組について 
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平成２３年度より、幼保一体化施設においては、混合保育を行っており、幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（幼稚園教育要領・保育所保育指針）及び高松っ子いきいきプランに基

づき、各こども園でそれぞれの地域の特性を取り入れたカリキュラムを編成し、日々の教育・

保育を実践しています。 

 高松型こども園においては、適正な集団を確保するとともに、保護者の就労形態に関わらず

子どもたちにより良い教育・保育環境を提供することができるなど、大きな成果を上げている

と言えます。 

 

 高松型こども園における成果・課題 

成果 課題 

○施設を一体化することで、適正規模のクラ

ス編成が確保でき、子どもたちが集団生活

を通して人とのかかわり合いを深めながら

互いに成長できる。 

 

○幼保を統合する場合、施設の共有化など、

効率的な運営が可能となる。 

 

○地域で育つ同年齢の幼保児の交流が深ま

り、子どもの友達関係や保護者間の仲間づ

くりに一体感や広がりができる。 

 

○幼稚園児と保育所児が等しく就学前教育を

受けることができ、小学校への円滑な接続

ができる。 

 

○保護者の就労状況等の変更によって、施設

を変更することがなく、子どもが引き続き

同じクラスで教育・保育を受けることがで

きる。 

 

○発達に応じた給食を全ての園児に提供でき

る。 

○保育を必要とする子どもの受入れに伴う施設

整備及び職員確保等に係る費用負担が必要で

ある。 

 

○教育・保育の質の向上のため、研修等の時間

の確保が必要である。 

 

○保護者の就労状況等の違いを踏まえた、園行

事等の持ち方について、調整が必要である。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 高松型こども園での幼保一体化運営の成果と課題 
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 平成２７年度からスタートした子ども・子育て支援新制度において、国は、認定こども園が

幼稚園及び保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況や家庭環境の変化等によらず、柔軟に

子どもを受け入れられる施設であることを踏まえ、認定こども園、特に幼保連携型認定こども

園の移行に関して政策的に促進することとしています。 

 幼保連携型認定こども園は、教育・保育を一体的に提供するほか、子育て支援機能を有し、

地域の子育て家庭への支援を行う役割も担った施設です。 

本市においても、塩江こども園など５園の実績を踏まえ、これまで幼稚園・保育所で培って

きたノウハウを最大限に活かし、幼児期の教育・保育及び地域の子育て支援を一体的に提供す

る幼保連携型認定こども園への移行の促進を図ります。 

幼保連携型認定こども園においては、就学前の教育・保育を総合的に提供していくことで、

０歳児から５歳児の子どもたちが、お互いに生活を身近に感じたり、触れ合ったりしながら体

験の幅を更に広げ、集団生活を通じて社会生活に必要な習慣や態度を身に付けていきます。 

 

 

 

  

平成２７年４月１日現在の「認定こども園」の数は、全国で２，８３６園となり、前年度

の１，３６０園から倍増しています。 

 

 
 

149  181  220  252  
554  613  728  

879  
1,108  

2,282  

762 

909 

1,099 

1,360 

2,836 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

公立 私立 公私立合計 

（園） 

  ※各年度４月１日現在   【出典：認定こども園の数について 内閣府公表資料】 

５ 幼保連携型認定こども園への移行の促進 

６ 全国の認定こども園への移行状況 
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第２章 幼稚園・保育所の現状と課題 
                                               

 

 

 

  本市の人口は、平成２１年度から２７年度まで、ほぼ横ばいとなっていますが、２８年度以

降は、減少傾向になると見込まれます。 

  また、就学前児童数の推移については、平成２１年度以降は、減少傾向になっている状況で

す。 

 

高松市の人口の推移（推計） 

 
 

高松市の就学前児童数の推移 

 

425,268人  425,876人  426,718人  426,712人  426,707人  427,195人  427,565人  425,878人  425,276人  424,555人  423,661人  

14.5 14.4 14.4 14.4 14.3 14.2 14.0 14.0 14.0 13.9 13.9 

21.6 22.0 22.1 22.8 
23.8 

24.8 
25.6 26.1 26.6 26.9 27.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

総人口 ０歳～１４歳人口比率 ６５歳以上人口比率 

（人） 
（％） 

推計   実態 

12,003  12,048  12,009  11,821  11,605  11,602  11,533  

12,252  12,116  11,887  12,046  12,147  12,007  11,820  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

０歳児～２歳児 ３歳児～５歳児 

 （人） 

   24,255 人         24,164人       23,896人            23,867人2      23,752人           23,609 人           23,353人

１ 高松市の人口と就学前児童数の推移 

※各年度４月１日現在 

※各年度４月１日現在 
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本市における就学前児童の状況を見ると、０～２歳は施設に通わず在宅で過ごしている児童

が最も多いものの、１歳から保育所に通う児童が増え、２歳では全体の約４割を占めます。 

また、３歳からは、それまでの在宅児が幼稚園に通い始め、幼稚園に通う児童も約５割とな

り、３歳以上では、ほとんどの児童がいずれかの施設に入所（園）している状況です。 

   

高松市の就学前児童の入所（園）状況 

 

※在宅等の児童数は、住民基本台帳に基づく就学前児童数から、保育所、幼稚園、認定こども園

等の施設に通う児童数を差し引いた推計です。 

 
                                （単位：人） 

施設類型 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

在宅等 3,256 2,239 2,030 38 63 66 7,692 

認可外保育施設 25 141 147 57 40 36 446 

私立認定こども園 13 57 44 128 114 119 475 

市立認定こども園 23 57 90 150 162 162 644 

私立幼稚園 － － － 1,402 1,295 1,407 4,104 

市立幼稚園 － － － 555 620 706 1,881 

私立保育所等 280 877 933 911 920 916 4,837 

市立保育所 159 528 634 640 648 665 3,274 

合計 3,756 3,899 3,878 3,881 3,862 4,077 23,353 

※私立・市立幼稚園は、平成２７年５月１日現在。認可外保育施設は、２７年６月１日現在。 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

在宅等 

認可外保育施設 

私立認定こども園 

市立認定こども園 

私立幼稚園 

市立幼稚園 

私立保育所等 

市立保育所 

1.0 

 ％ 00.9 

 ％ 

※平成２７年４月１日現在 

7.5% 

4.2% 

0.6

％ 

0.3

％ 

0.7

％ 

86.7% 

13.5% 

22.5% 

1.5

％ 

1.5

％ 

3.6% 

57.4% 

16.3% 

24.1% 

2.3% 
1.1

％ 

3.8% 

52.4% 

16.5% 

23.4% 

14.3% 

36.1% 

3.9% 

3.3% 
1.5

％ 

1.0 

% 

16.8% 

23.8% 

16.1% 

33.5% 

4.2% 

3.0% 

1.6

％ 

16.3% 

22.5% 

17.3% 

34.5% 

4.0% 

2.9% 
1.6

％ 
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（１）幼稚園 

  本市には、市立幼稚園２５園、私立幼稚園２４園、国立幼稚園１園、市立認定こども園５

園、私立認定こども園４園が設置されています。 

  幼稚園は、幼児の自発的な活動としての「遊び」を重要な学び合いの機会として位置付け、

環境を通した教育を行い、幼児の内面に働きかけ、一人一人の持つ良さや幼児の可能性を見

出し、その芽を伸ばすことをねらいとしています。 

  幼稚園の園児数は、市立は、年々減少傾向である一方、私立は、横ばいの傾向となってお

り、豊かな学びをはぐくむ特色ある就学前教育を推進するために必要な集団規模の確保が困

難な園も見受けられるようになっています。 

 

高松市内の幼稚園の園児数の推移 

 
 

（２）保育所 

   本市には、市立保育所３２施設、私立保育所３８施設、市立認定こども園５園、私立認定

こども園４園が設置されています。 

   保育所は、養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの保育を総合

的に実施する役割を担っており、働きながら子育てをしている家庭を支える地域の担い手と

して、保育所に対する期待が高まっています。 

   子どもの数が減少してきている中で、保育所の入所児童数は、平成２１年度から微増傾向

であり、そのうち２歳以下の児童の保育ニーズが大きく増加しております。 

   市立保育所・私立保育所ともに、保護者の保育ニーズに最大限こたえるため、定員を超え

て児童を受け入れしている保育所もあります。 

 

2,721  2,675  2,553  2,499  2,318  2,215  2,072  

4,367  4,319  4,197  4,353  4,430  4,347  4,327 

58.9 57.9 
54.7 55.2 

51.2 
49.0 

56.9  

74.3 74.5 
72.1 

74.5 75.9 
74.4 

76.4 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

市立幼稚園園児数 私立幼稚園園児数 

市立幼稚園入園率 私立幼稚園入園率 

（人） ※平成２７年度の（ ）内は、認定こども園の教育認定園児数 （％） 

※平成２７年度は、市立幼稚園において、利用定員の設定に伴い定員の見直しを行ったため、市立幼稚園入園率が増加している。 

２ 幼稚園・保育所の現状 

(191) 

(223) 

※各年度５月１日現在 
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高松市内の保育所の児童数の推移 

 
 

平成２６年度までは、年度当初（４月１日時点）で待機児童は、発生していないものの、年

度途中には、待機児童が生じている状況です。２７年度は、国において、保護者が求職活動中

の場合を待機児童に含めるなど、待機児童の定義が変更となったことなどにより、年度当初か

ら待機児童が１２９人、３月１日現在では、５７１人となっています。 

 

高松市における待機児童の推移 

 

3,809  3,683  3,659  3,641  3,685  3,721  3,730  
4,285  4,447  4,583  

4,862  4,905  4,995  5,093  

94.0 95.4 94.8 94.0 95.1 95.5 

88.5  

105.2 
102.8 103.1 101.1 100.5 102.8 

96.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

2,000

4,000

6,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

市立保育所児童数 私立保育所児童数 

市立保育所入所率 私立保育所入所率 

（人） ※平成２７年度の（ ）内は、認定こども園の保育認定児童数 （％） 

※平成２７年度は、利用定員の設定に伴い定員の見直しを行ったため、市立・私立保育所の入所率が減少している。 

95  

125  

69  

42  48  
57  

0

50

100

150

200

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

待機児童数 
（人） 

         ※各年度3月1日現在 

 

(456) 

(256) 

※各年度４月１日現在 
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（１）適正規模による教育・保育の提供 

  幼稚園教育要領と保育所保育指針の整合性が図られ、全ての子どもに同じ教育・保育を一

体的に提供することが求められています。このような中、市立幼稚園においては、少人数化

により適正規模の集団生活に支障が生じる場合もある一方、入所児童の増加により、施設に

余裕がなく、ゆとりのある保育ができない保育所があるといった状況が生じており、適正規

模による集団生活の環境づくりが急務となっています。 

   

（２）老朽化施設の改修等 

  市立幼稚園・市立保育所・市立認定こども園の施設は、建物や設備機器の老朽化が進んで

おり、幼稚園２４園、保育所２４施設、認定こども園２園の計５０か所の施設が建築後３０

年を経過しています。 

  建物の耐用年数を延ばし、長寿命化を図るため、計画的に、外壁・防水改修などを行い、

対応しているところですが、今後、大規模な施設の改修が必要であり、多大な財政負担が必

要な状況です。 

また、施設の改修に当たっては、子どもたちの安全の確保はもちろんのこと、多様化する

教育・保育需要等に対応した施設の整備を計画的に進めていかなければなりません。 

 

高松市立幼稚園・保育所等の建築年（経過年）の分布 

 

5  

13  

6  

1  1  

4  

7  

9  

7  

1  
2  

1  1 1 
2 

1 

0

2

4

6

8

10

12

14

S40～44年 

（46～50年) 

S45～49年 

（41～45年) 

S50～54年 

（36～40年) 

S55～59年 

（31～35年) 

S60～H元年 

（26～30年) 

H2～6年 

（21～25年) 

H7～11年 

（16～20年) 

H12～16年 

（11～15年) 

H17～21年 

（6～10年) 

H22～26年 

（1～5年) 

H27年 

（0年) 

市立幼稚園 市立保育所 市立認定こども園 

（か所） 

３ 幼稚園・保育所の課題 

※平成２７年１０月１日現在 
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（３）駐車場整備 

   施設の老朽化に加え、施設によっては、入所（園）児童数の増加及び駐車場用地の確保が

困難であるなどの理由により、十分な駐車場を確保できず、送迎を補助する職員の配置や保

護者等の協力により、混雑解消に努めているものの、送迎時には、混雑が生じている状況で

す。更なる対策を進めるとともに、送迎用駐車場の整備が必要となっています。 

 

 

 

・市立施設においては、地域における子育て支援の機能を発揮すると共に、乳幼児期にふさわ

しい教育・保育の実践や他の教育・保育施設のモデルとなるよう研究するなど、質の向上の

ため、中核施設としての役割を果たすことが必要とされています。 

・特別な支援を必要とする子どもが、早期から適切な支援のもと、充実した生活を送るため、

個々の子どもの障がいの特性に応じた指導内容や援助を計画的・組織的に行い、発達を支え

ることが必要です。市立施設においては、これまでの豊富な経験と知識を生かし、発達障が

い児に対する個別の支援や特別な支援を必要とする子どもへの対応が求められています。 

・子どもの発達や学びの連続性を保障するため、就学前教育・保育と小学校教育の円滑な接続

が必要です。教育・保育施設と小学校の教職員が互いの教育・保育内容及び指導方法の違い

や共通点について、理解を深めることが重要であり、これまで、市立施設では高松っ子いき

いきプランや教育指針を基に、小学校との交流研修等を積み重ねてきました。今後、私立施

設と共に交流研修等を実施できるよう、市立施設が中心となって取り組んでいきます。 

・今後、少子化等の影響を受けて、適正な規模による教育・保育の提供が困難な施設も予想さ

れ、地域における学校教育・児童福祉を担保する責任があることから、市立施設の存続も必

要と考えています。 

 

本市においては、市立と私立が共に教育・保育の質の向上を目指し、日々の実践を積み重

ねていくことにより、本市全体の就学前教育・保育の充実を図ることが重要と考えています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

４ 市立施設としての役割 
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第３章 整備方針 
                                              

 

 

 

  

本市では、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、質の高い教育と保育を一体的に提供できる「幼

保連携型認定こども園」への移行の促進を図っており、本計画は、市立幼稚園・保育所につい

て、施設規模、入所（園）児童数等を勘案しながら、立地パターンごとに具体的な整備の時期

及び方法を定めるものです。 

 また、「第６次高松市総合計画」の分野別計画である「高松市子ども・子育て支援推進計画」

を推進するための計画として位置付け、その他の関連計画との連携、整合を図ります。 

 

 
 

 

 

 

 本計画の期間は、平成２８年度から３６年度までの９年間とします。 

 また、前期と後期に分け、「高松市子ども・子育て支援推進計画」の計画期間である平成３１

年度までを前期とし、後期については、同計画の更新に合わせ、幼稚園・保育所の施設規模、

入所（園）児童数等を勘案しながら、立地パターンごとに具体的な整備の方法及び時期を検討

し、各年度において、２か所程度ずつ幼保連携型認定こども園に移行する計画に見直す予定で

す。 

 なお、平成３６年度までに全ての施設が移行するものではなく、３７年度以降も、順次移行

していく予定です。 

 
 

第６次高松市総合計画（Ｈ2８～３５年度） 

１ 計画の位置付け 

 
 

 高松市子ども・子育て支援推進計画 

（Ｈ2７～３１年度） 

高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画 

（Ｈ2８～３6 年度） 

２ 計画期間 
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（１）教育・保育の提供区域の設定 

  「高松市子ども・子育て支援推進計画」同様、教育・保育の提供区域として市内を７地

区に分け、地区ごとの児童数、既存施設の配置状況等に基づいて整備します。 

   

（２）整備優先順位の考え方 

  幼稚園・保育所の立地状況（隣接・近隣等）を基に、立地類型を定め、入所（園）児童

数、建物の更新時期、駐車場整備等の必要性などを考慮して優先順位を決定し、順次、幼

保連携型認定こども園への移行を行います。 

 【立地類型】 

   隣接統合：隣接する幼稚園・保育所を統合し移行。 

   近隣統合：近隣の幼稚園・保育所を統合し移行。 

   単独施設：単独の幼稚園又は保育所から移行。 

 

（３）地域における市立施設としての役割 

   市立施設として、地域における子育て支援の拠点となる幼保連携型認定こども園の整備

を中心として、適正な集団規模を確保すると同時に、地区ごとに格差のない、一定水準の

教育・保育を提供できるよう整備します。 

 

（４）民間施設への影響 

   民間施設の運営に支障のないよう配慮し、待機児童の状況等により、市立施設の幼保連

携型認定こども園化に伴う幼保間の定員変更は行うが、施設全体の定員増は、最小限とす

ることを基本とします。 

年度 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

第６次高松市総合計画 

基本構想 

          

まちづくり戦略計画 

          

高松市子ども・子育て支援推進計画 

          

高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画 

          

第１期 

第２期 

第 3 期 

第 4 期 

前期 

３ 計画の視点と整備方針のポイント 

後期 
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年度 移行３～４年度前 移行２～３年度前 移行前年度 

幼保連携型認定

こども園へ移行 内容 

 

・整備計画概要公表 

 

・保護者説明会開始 

（施設整備概要説明・ 

移行スケジュール 

説明等） 

 

・新園舎の設計 

 

・保護者説明会 

（施設整備概要説明・ 

移行スケジュール 

説明等） 

 

・新園舎の建設工事 

 

・新園舎完成 

 

・移行準備 

（混合保育実施等） 

４ 移行までのモデルスケジュール 
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５ 教育・保育施設の状況（平成２７年４月１日現在） 

市立認定こども園 

市立幼稚園（２５園） 
 

   私立幼稚園（２４園） 
 

市立保育所（３２施設） 
 

 私立保育所（園）（３８施設） 
 
市立認定こども園（５園） 

 
私立認定こども園（４園） 
 
地域型保育事業（３施設） 

 
認可外保育施設（１１施設） 

 
すこやか認定保育所（４施設） 

 
中学校区界 

 
小学校区界 

凡  例 

下笠居こども園 

香南こども園 

はらこども園 

庵治こども園 

塩江こども園 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８                                 H32          H36 

都 

心 

瀬戸内保育所 ① 

近隣統合 

  

扇町保育所 ② 

宮脇保育所 ③ 

桜町保育所 ④ 単独施設 
  

松島保育所 ⑤ 単独施設 
  

福岡保育所 ⑥ 

近隣統合 

  

木太北部幼稚園 ⑦ 

木太保育所 ⑧ 

近隣統合 

  

木太幼稚園 ⑨ 

 

 

６ 各施設の整備方針 

都心地区 

① 
② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥

  
⑤ 

⑦

  
⑤ 

⑨

  
⑤ 

⑧ 

都心地区 

市立保育所 

 

市立保育所 

 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立保育所 

 

市立保育所 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及び

移行時期を検討する。 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及び

移行時期を検討する。 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８               H32                  H36 

中 

部 

鶴尾保育所 ① 単独施設 
  

太田保育所 ② 単独施設 

  

林保育所 ③ 

隣接統合 

 

 

 

林幼稚園 ④ 

三谷保育所 ⑤ 
近隣統合 

  

三渓幼稚園 ⑥ 

多肥保育所 ⑦ 

近隣統合 

  

多肥幼稚園 ⑧ 

田村保育所 ⑨ 単独施設 
  

一宮幼稚園 ⑩ 単独施設 
  

 

 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 
⑥

  
⑤ 

⑧ 
⑦

  
⑤ 

⑨

  
⑤ 

⑩ 

中部地区 

中部地区 

市立保育所 

市立保育所 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立幼稚園 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 
 

市立保育所 

市立幼稚園 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 
 

市立保育所 

市立幼稚園 

入所（園）児童数等を勘案 

しながら統合の在り方及び移

行時期を検討する。 

市立保育所 

市立幼保連携型 

認定こども園 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８              H32                  H36 

東 

部 

北 

 

古高松保育所 ① 

近隣統合 

  

春日幼稚園 ② 

屋島保育所 ③ 

近隣統合 

  

檀浦幼稚園 ④ 

庵治こども園 ⑤ － 
  

田井保育所 ⑥ 

近隣統合 

  

田井幼稚園 ⑦ 

大町幼稚園 ⑧ 

牟礼保育所 ⑨ 

近隣統合 

 

 

 

栗山幼稚園 ⑩ 

はらこども園 ⑪ ― 
  

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥

  
⑤ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

東部北地区 

東部北地区 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

 

市立幼保連携型認定こども園 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 
 

入所（園）児童数等を勘

案しながら統合の在り方

及び移行時期を検討す

る。 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 
 

市立幼保連携型認定こども園 

市立幼保連携型 

認定こども園 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８                H32                  H36 

東 

部 

南 

前田幼稚園 ① 単独施設 
  

川添幼稚園 ② 単独施設 
  

川島保育所 ③ 

近隣統合 

  

山田幼稚園 ④ 

西植田保育所 ⑤ 

近隣統合 

  

東植田保育所 ⑥ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

東部南地区 

① 

② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 

東部南地区 

市立幼稚園 

市立幼稚園 

 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立保育所 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及び

移行時期を検討する。 

市立幼保連携型 

認定こども園 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８              H32                H36 

西 

部 

北 

 

香西保育所 ① 

隣接統合 

  

香西幼稚園 ② 

弦打保育所 ③ 

隣接統合 

  

弦打幼稚園 ④ 

鬼無保育所 ⑤ 

近隣統合 

 

 

 

鬼無幼稚園 ⑥ 

下笠居こども園 ⑦ － 
  

下笠居西部保育所 ⑧ 近隣統合  

下笠居東部保育所 ⑨ 単独施設 
  

西部北地区 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ ⑥ 

⑦

  
⑤ 

⑧ 

⑨ 

西部北地区 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及び

移行時期を検討する。 

市立保育所 

市立幼保連携型認定こども園 
入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及び

移行時期を検討する。 

市立幼保連携型 

認定こども園 

市立幼保連携型 

認定こども園 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８             H32                  H36 

西 

部 

南 

川岡幼稚園 ① 

近隣統合 

 

 

 

 

円座幼稚園 ② 

檀紙幼稚園 ③ 

国分寺北部保育所 ④ 

近隣統合 

  

国分寺北部幼稚園 ⑤ 

国分寺南部保育所 ⑥ 

隣接統合 

 

 

 

国分寺南部幼稚園 ⑦ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部南地区 

① 

② 

③ ④ ⑤ 

⑥ 
⑦

  
⑤ 

西部南地区 

市立幼稚園 

市立幼稚園 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼稚園 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 

入所（園）児童数等を勘案しな

がら統合の在り方及び移行時

期を検討する。 

入所（園）児童数等を勘案しな

がら統合の在り方及び移行時

期を検討する。 
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地区 対象施設 地図 立地類型 
前期計画期間 後期計画期間 

H2８                H32                H36 

南 

部 

大野保育所 ① 

近隣統合 

  

大野東保育所 ② 

大野幼稚園 ③ 

浅野保育所 ④ 

近隣統合 

  

浅野幼稚園 ⑤ 

川東保育所 ⑥ 

近隣統合 

 

 

 

川東幼稚園 ⑦ 

川東南保育所 ⑧ 近隣統合 
 

香南こども園 ⑨ －   

塩江こども園 ⑩ －   

 

 
 

市立幼保連携型認定こども園 

南部地区 

① 

④ ⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

南部地区 

市立 

保育所 

 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立 

保育所 

市立幼稚園 

市立保育所 

市立幼保連携型認定こども園 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及

び移行時期を検討する。 

入所（園）児童数等を勘案

しながら統合の在り方及び

移行時期を検討する。 

市立 

保育所 

市立 

幼稚園 

市立保育所 

入所（園）児童数等を勘

案しながら統合の在り方

及び移行時期を検討す

る。 

市立幼保連携型 

認定こども園 

③ 
② 
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高松市の次代を担う子どもの健やかな成長を願い、就学前の子どもに等しく質の高い教育と

保育を一体的に行うため、幼保連携型認定こども園の整備について、本計画に基づき取り組ん

でいきます。 

なお、各施設の具体的な移行時期については、整備優先順位や地域における市立施設として

の役割を基に、今後の財政状況も勘案しながら、適宜、決定していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 計画の実施 
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